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１．Ver.7.1.0.0 の変更点 

 

1. 平成２４年 4 月以降の実績入力と、実績入力での取込（Ｆ７）の機能制限が解除されました。 

（法改正を跨ぐ月からの一括複写機能については制限を行っています。福祉用具貸与についてのみ、地域単価と

単位数が変わらないことから一括複写機能が行えます。） 

※それにともない居宅介護支援システムでの加算の設定が行えます。 

 

Ver7.0.1.0 まで                                            Ver7.1.0 から 

 

 

 

 

 

2. 平成 24 年 4 月以降の請求書作成が可能になりました。（医療看護を除く全てのサービス） 

 

3. 平成 24 年 4 月以降の担当者給与計算が行うことができるようになりました。 

 

4. 処遇改善加算の、別表（第７表）での表記の仕方について変更しました。 

 

5. 居宅介護支援システムの、予防アセスメントの様式を変更しました 

 

6. 訪問看護計画書の様式を変更しました。 

 

 

 

実績入力、取込可能
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２．居宅介護）利用票実績での「請求情報」の変更 

 

各加算の詳細については、差分マニュアル Ver7.0.0.0 を確認お願いします。 

■介五郎の操作 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

提供月が平成 24 年 4 月以降、加算

の内容が追加になっています。 

逓減制を確認するための、内訳人数の

表示欄が追加になりました。 

提供月が平成 24 年 4 月以降、加算の内容が追加に

なっています。 

４月以降については、「・運 1」「・運

2」ではなく、「運」コードになりま

す。 
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３．給付費請求書作成（新サービス） 

 

定期巡回随時対応型訪問介護看護と、複合型サービスの新サービスにおける給付費請求書の作成の方法は従来

のサービスと同様になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①給付費請求書をクリックします。 

③事業所番号に、定期巡回随時対応型訪問

介護看護もしくは、複合型サービスの事業

所を選択します。 

④請求書作成をクリックします。後の手順

は他サービスと同様になります。月ごとに

請求ファイルを作成開始してください。 

⑤請求書作成後、作成履歴から、給付費請

求書や請求明細書を印刷します。 

②国保連への提出月を選択します。 
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定期巡回随時対応型訪問介護看護 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複合型サービス 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意！ 

実績入力でのサービス内容入力に表示される、サービス名の順番ではないことに注意してください。

摘要欄に、看護、通所、訪問、宿泊のサービスを提供した日数を、

２桁の数字で続けて記載する 

本事例では、看護サービスを 4 日間、通所サービスを 5 日間、

訪問サービスを 4 日間、宿泊サービスを 0 日間提供した場合の

記載例です。 

実績入力での【サービス内容入力】画面
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４．処遇改善加算の別表の記載表記について 

 

Ver.7.1.0.0.から別表印刷における、利用者負担保険対象分の別表の表記の仕方を変更しました。各明細での

表記上の変更のため、利用者負担金には影響がありません。理由は、費用総額保険対象分の合計金額から利用者

負担を計算する決まりになっているためです。今までは、あえて処遇改善の利用者負担金額の縦計算を合わす目

的で、明細表記を調整しておりましたが、ご質問を多く頂くことが多くありましたので、利用者負担保険対象分

の明細は調整しない数値のまま反映することに変更しました。 

 

Ver.7.0.1.0 までの別表表記 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver.7.1.0.0 以降での別表表記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明細ごとに利用者負担保険

対象分を計算すると、処遇改

善加算の利用者負担は 90 円

になりますが、利用者負担保

険対象分の縦軸の合計を合

わすために、Ver.7.0.1.0 で

は、あえて処遇改善での利用

者負担金額で調整をさせて

いました。 

Ver.7.1.0.0 からは、あえて

調整せずに、明細ごとに利用

者負担保険対象額を計算し

た数値そのままを表示しま

す。 

 

そのため縦軸の積算はあ

わなくなりますが、利用者負

担は、費用総額保険対象分の

合計金額から利用者負担額

を計算する決まりは変わら

ないため、利用者負担額は同

額になります。 

各明細で計算した値の表

記になるので、縦計算の数

値はあわなくなります。 

今までは縦計算をあわすた

めに、処遇改善の利用者負

担の調整をしていました。

縦の積算が合わなくなり利用者様から聞かれる可能性があるために、メ

ッセージ分も今回追加しています。 
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５．利用者負担金請求書における医療費控除の取扱について 

 

国税庁から出ている、「医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価」が 24 年以降に

対応したサービスについてまだ公表されておりません。そのため下記のサービスについての扱いが、現在未定の

状況になります。 

従来の取扱いを踏まえて、Ver.7.1.0.0 の介五郎では下記のように設定しています。 

(行政の公表があり次第、確定版として差し替えます。) 

 

■新サービスの医療費控除の取扱い 

サービス名 医療費控除の対象判定 予測根拠 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 医療費控除の対象 医療系のため 

複合型サービス 医療費控除の対象 医療系のため 

 

■処遇改善加算の医療費控除の取扱い 

処遇改善加算が含まれるサービス 医療費控除の判定対象 予測根拠 

通所リハ(予防通所リハ) 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

複合型サービス 

医療費控除の対象 医療系サービスのため。 

（介護予防）通所介護 

（介護予防）訪問入浴 

（介護予防）認知症対応型通所介護 

（介護予防）小規模多機能型居宅介護 

医療費控除対象サービスと

併せて利用する場合は、医

療費控除の対象 

医療費控除の対象となる

居宅サービスの考えを、

加算でも準用。 

（介護予防）訪問介護 医療費控除対象サービスと

併せて利用する場合は、医

療費控除の対象（生活援助

中心型を除く） 

医療費控除の対象となる

居宅サービスの考えを、

加算でも準用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意！ 

上記の取扱いは、現段階でのあくまで暫定版として提供しております。そのため行政からの資料が出るま

では、不確かな医療費控除の金額を記載するよりも、下記の方法で医療費控除を発生させずに利用者負担

金請求書を発行し、行政情報が確認でき次第、利用者様への請求書を差し替えて頂き、運用して頂ければ

と思います。行政資料確認できしだい、別途ご連絡をさせて頂きます。 
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利用者負担金集計表に、医療費控除の金額と明細欄を反映させない方法。 

■介五郎の操作 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単票形式 医療費控除の金額と明細欄を反映させない 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①メニューバーのデータファイル（S）-

基本設定（V）-システム設定（V）をク

リックします。 

②医療費控除対象の明細欄表示のチェッ

クを外します。 
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２枚セット形式 医療費控除の金額と明細欄を反映させない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２枚セット窓つき                    医療費控除の金額と明細欄を反映させない 
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6．担当者給与計算処理について 

 

平成 24 年の法改正により、算定コードや時間区分の変更があったために、従来の介五郎の給与計算の方法を

以下のように変更します。 

 

A. 「サービスコード管理」をご使用のお客様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. 標準計算を使用のお客様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. 特殊計算を使用のお客様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メインメニューに担当者給与計算ボタン

がある場合。 

・平成 24 年４月以降の基本単価マスタ設定が行えます。 

・各サービスコードの標準時間を事業所独自に変更できます。 

・予防訪問介護のサービス内容を変更しています。 

メインメニューに担当者給与計算ボタン

がなく、システム設定で標準計算が選択

されている場合 

・15 分単位の時間給計算が行えるようになります 

・15 分単位の時間給計算が行えるようになります。 

・平成 24 年４月以降は非推奨となります。（理由は P.18 を確認してください） 

メインメニューに担当者給与計算ボタン

がなく、システム設定で特殊計算が選択

されている場合 
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A. サービスコード管理の場合 

6-１．平成 24 年度 4 月以降の基本単価マスタの入力 

例)訪問介護の場合 

 

 今回の改正にて、生活援助の時間区分が変更になりました。 

今までは、30 分、60 分、90 分と一般的にはどこの事業所でも同じ時間帯で運営されていましたが、今回の改

正で 20 分～45 分、45 分以上といったように事業所によって運営する標準時間が変わることで、下記の対応

を行いました。 

従来、10：00-11：00 の生活援助２でとっていた場合、その時間どおりの 60 分で運営した場合に生活援

助 3 になります。介五郎の初期値は生活援助 3 を 70 分に設定しているために、60 分の時間であれば 10 分の

差分が出てしまいます。この差分を発生させない手順を下記に案内します。 

 

イメージ 

改正前） 

時間帯 サービス名 提供時間 差分 

10：00-11：00 生活援助 2 60 分 0 

 

 

改正後） 

時間帯 サービス名 提供時間 差分 

10：00-11：00 生活援助 3 60 分 10 分 

 

改正後、１時間のサービスを行った場合には、何も設定しなければ差分 10 分が発生します。 

理由は介五郎の初期値に生活援助 3 のサービスは 70 分を標準時間として基本単価マスタに設定してあるためで

す。この 70 分の基本単価マスタを事業所で任意に設定したい時間に変更・登録していきます。 

 

例）事業所で 60 分に設定 

時間帯 10：00-11：00 生活援助 3 60 分 差分）10 分 

 

 

 

 

 

 
基本単価マスタ 生活援助 70 分 → 60 分に打ちかえます。 

差分をなくすために下記のように時間帯

マスタを打ちかえます。 
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■介五郎での操作 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の変更で、予防のサービス名称が変更になっています。 

 

 

  

 

 

 

 

②施工年月日にて、平成 24 年 04 月 01

日を選択します。 

③各サービスの標準時間を、事業所独自

に標準時間に変更します。 

標準時間の欄をクリックして、直接キ

ーボードから打ちかえます。 

①メニューバー内の、拡張機能（X）-担

当者給与計算（K）-訪問介護基本単価マ

スタ（H）をクリックします。 

時間が必ずしも、30 分、60 分、90 分

ではないために、1、2、3 に変更して

います。 
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■一括設定を用いて単価を設定する場合の処理 

一括設定機能を用いれば、個別に単価を入力しなくても、１時間あたりの単価と、標準時間から自動計算して

単価表の金額を作成する機能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③金額が自動反映されます。 

この金額は下記の計算式から反映されます。 

 

計算式 

【一括設定での１時間の単価】÷60×標準時間

 

標準時間は、前ページで説明させて頂いた通り、

事業所様独自で打ちかえが可能であるため、一括

設定する場合には、その事業所様の標準時間が計

算の元になります。 

 

①一括設定をクリックします。 

②１時間の単価を入力した後は、設定開始をク

リックします。 
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■平成 21 年 04 月 01 日施工日の基本単価マスタからの複写方法 

現行の単価マスタを、そのまま移行する場合は複写機能を用いることができます。 

複写後に、手動で変更も可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①複写（Ｆ３）をクリックします。 

②複写元の日付に平成 21 年 04 月 01

日を選択して、複写開始をクリックしま

す。 

③複写後に金額の打ちかえが可能です。 

また「身体介護 0」のような、今までな

かったようなコードは 0 円になっていま

す。
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6-２．担当者ごとの給与単価設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④登録（F9）をクリックします。 

①ツールバーの、担当者給与計算（K）-

担当者給与単価設定（T）をクリックしま

②基本単価より取得により基本単価マス

タから取得します。 

（直接金額を入力することも可能です。）

③単価表名称から、取得したい単価を選

択して複写開始をクリックします。 
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6-3. 担当者給与計算での操作方法 

 

担当者給与計算での取込操作や、印刷などの操作は従来のバージョンと同様になります。 

利用者様ごとのサービスによって、事業所の設定した標準時間よりも、ヘルパーが長く働いた場合や短く働いた

場合など、給与に調整をかける場合には、差分の数字を見て直接打ちかえて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②標準時間で設定した時間と、提供時間

に差分があった場合に、差分のところに

数値が入ります。 

例） 

4/10： 60 分なので、標準時間 70 分

より 10 分短い 

 

4/17： 90 分なので、標準時間 70 分

より 20 分長い 

①担当者給与計算をクリックし、取込

（F7）をクリックします。 

③もし金額を変更したい場合は、「基本

額」を必要に応じて手動で変更していき

ます。 

単価マスタで設定した、標準時間

と、実際の提供時間の差が、差分の

欄に発生します。 

注意！ 

差分の時間に対応して自動的に「基本額」の金額が変更される仕様ではありません。 
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B. 標準計算の場合 

標準時間計算はサービスコード管理の 1 訪問ごとに計算する方法ではなくて、1 月の合計時間に対して計算し

ます。 

 

 

 

 

 

 

1. 担当者台帳での給与単価の設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 給与計算書、給与明細書の印刷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①時間給計算方法を、標準計算に

設定したい場合には、システム設

定で変更します。 

②標準計算方法を使用する時は、

担当者台帳にて時間給計算を行う

にチェックし、担当者の給与単価

を設定します。 

③帳票印刷にて、担当者時間給計

算書をクリックし、印刷様式を選

択します。 

④従来形式の給与計算書をクリッ

クします。 
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例）担当者 A の月間実績  

日付 時間 サービス名 

4/3 70 分 生活援助３ 

4/6 70 分 生活援助３ 

4/10 70 分 生活援助３ 

4/13 90 分 生活援助３ 

4/17 60 分 生活援助３ 

4/20 70 分 生活援助３ 

4/24 70 分 生活援助３ 

4/27 45 分 生活援助 2 

合計 545 分 

9 時間 5 分 

生活援助３ 

 

 

印刷様式-給与計算書 

30 分単位（0 分以上切り上げ）にした場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回から 15 分単位での対応が可能になりました。 

 

 

 

 

 

15 分単位（0 分以上切り上げ）にした場合 

 

 

 

 

システム設定にて 

15 分単位に変更します。 
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Ver.7.1.0.0 から、標準計算でも給与明細書が出力できるようになりました。 

 

 

 

 

 

 

印刷様式-給与明細書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. 特殊計算の場合 

特殊計算は、1.5 時間を超える場合に延長単価にて設定する計算方法でしたが、従来の身体介護と身体介護に

引き続く生活援助が 30 分を増すごとに+83 単位という算定構造ではなくなったために、この度この計算方法は

非推奨とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤今回から給与明細書が印刷でき

るようになりました。 

⑥交通費や、その他手当について

は、基本単価マスタ同様、担当者

台帳にて設定します。 

標準計算の給与計算書を、給与明細書のレイアウトにあくまで対応しただけのものです。 

支給/控除欄の空欄部分には、入力できませんのでご了承ください。 

注意！ 

特殊計算は、今回から非推奨にな

るために＊のマークがつきます。 
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7．予防アセスメント形式の変更 

 

厚生労働省が作成した介護予防マニュアル(改訂版:平成 24 年 3 月)に基づき、介護予防アセスメントの形式が

変更になります。バージョンアップ後は、以前の旧様式になっているため、平成 24 年 3 月改定版の新様式を使

用する場合には、システム設定での変更が必要になります。 

 

 

帳票 帳票説明 

プログラム参加に係るチェックシート 地域支援事業実施要綱の改正により、 

二次予防事業対象者の選定については、 

基本チェックリストの実施によって決定できることとなりましたが、

特に運動器関連プログラムの参加にあたって、管理すべき疾患がある

方等については、医師の判断が必要と考えられます。そのため、地域

包括支援センターは二次予防事業対象者からプログラム参加に係る

チェックシートの内容を情報収集します。 

 

チェックシートでの網掛け部分の意味合いについては下記の通り。 

・濃い網掛けは、要医師判断項目。 

・淡い網掛けは、地域包括支援センターで判断項目。 

 

利用者基本情報 以前の様式とほとんど変更はありません。 

1 枚目：把握経路と、本人に住居環境の詳細が記載できる項目が追加

されています。 

２枚目：以前の形式と変更はありません。 

基本チェックリスト 以前の様式と変更はありません。 

アセスメントシート シートの網掛け部分に関しては、「判定基準表」の総計のもとになる

点数になります。 

判定基準表 利用者基本情報やアセスメントシートの判定項目にそって加点をし

ていき、判定するための「総計」を計算する帳票です。 
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■介五郎の操作 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

注意！ 

バージョンアップをしたばかりでは、以前の旧様式になっています。新様式を用いる場

合には下記の設定で変更が必要になります。 

①メニューバーのデータファイル（S）-

基本設定（V）-システム設定（V）をク

リックします。 

②介護予防アセスメント様式を、「2-旧様

式」から「1-新様式」へ変更します。 

③登録（F9）をクリックします。 
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アセスメントの入力方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①予防アセスメントをクリックします。 

②チェックシートをクリックし、必要事

項を入力します。 

＊1 は要医師判断 

＊2 は地域包括支援センターで判断 

③必要項目を入力完了後、確定をクリッ

クします。 

④利用者基本情報と、基本チェックリス

トを入力します。 

入力の仕方は前回の様式と同様です。 

⑤アセメントをクリックします。 
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⑥必要項目を入力完了後、確定をクリッ

クします。 

⑦判定基準表をクリックします。 

⑧必要項目を入力完了後、確定をクリッ

クします。 

得点欄は判定会議の判定加算以外は、利

用者基本情報やアセスメントの項目から

判定しています。 
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複写処理について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①新様式に切り替えた後は、旧様式とデ

ータは別々に書き込まれます。以前入力

したデータを確認する場合には、システ

ム設定にて上記の方法で旧様式に変更す

る必要があります。 

注意！ 

②新様式（平成 24 年度版）のデータが存

在しない状態で、複写（Ｆ３）をクリック

すると、その利用者に対して、1 度だけ旧

様式から新様式へ移行することができま

す。 
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印刷プレビュー 

プログラム参加に係るチェックシート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者基本情報 
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基本チェックリスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アセスメントシート    判定基準表 
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8．訪問看護計画書の変更 

 

「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件」（平成 24 年厚生労働省告

示第 81 号）等が公布され平成 24 年４月１日より適用されること等に伴い、訪問看護計画書と訪問看護報告

書が下記のとおり変更になります。 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価欄が追加に

なりました 

文言の追加 

管理日が平成 24 年 4 月１日以降の場合は、下記の様式に変更になります。 
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